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医薬品各条の改正 1 
 2 
１ 次の医薬品各条の純度試験から、残留溶媒の項を削除します。 3 

なお、含量規格が換算した脱溶媒物(又は脱残留溶媒物)として規定されているものについ4 
ては、残留溶媒の項を削除しますが、含量規格の規定は変更しないこととします。 5 

 6 
① 第１５改正、第一追補、第二追補に収載されている品目 7 

アシクロビル 8 
アジスロマイシン水和物 9 
アプリジン塩酸塩 10 
アミオダロン塩酸塩 11 
アムロジピンベシル酸塩 12 
アルガトロバン水和物 13 
イダルビシン塩酸塩 14 
イプリフラボン 15 
イミダプリル塩酸塩 16 
イルソグラジンマレイン酸塩 17 
インダパミド 18 
エカベトナトリウム水和物 19 
エピルビシン塩酸塩 20 
カドララジン 21 
カルシトニン（サケ） 22 
グリクラジド 23 
クレボプリドリンゴ酸塩 24 
ケトコナゾール 25 
シノキサシン 26 
ジフルコルトロン吉草酸エステル 27 
シラスタチンナトリウム 28 
シンバスタチン 29 
スリンダク 30 
スルタミシリントシル酸塩水和物 31 
精製ヒアルロン酸ナトリウム 32 
セファゾリンナトリウム水和物 33 
セフジトレン ピボキシル 34 
セフピロム硫酸塩 35 
セボフルラン 36 
ゾルピデム酒石酸塩 37 
タクロリムス水和物 38 
タゾバクタム 39 
ダナゾール 40 
チアプリド塩酸塩 41 
テイコプラニン 42 
テプレノン 43 
ドキサゾシンメシル酸塩 44 
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トスフロキサシントシル酸塩水和物 45 
ドロキシドパ 46 
トロキシピド 47 
パニペネム 48 
ピオグリタゾン塩酸塩 49 
ピペラシリン水和物 50 
ピモジド 51 
プラゾシン塩酸塩 52 
プラバスタチンナトリウム 53 
フルタミド 54 
フルトプラゼパム 55 
フルドロコルチゾン酢酸エステル 56 
プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム 57 
プロパフェノン塩酸塩 58 
プロブコール 59 
ベタキソロール塩酸塩 60 
ヘパリンカルシウム 61 
メフロキン塩酸塩 62 
モサプリドクエン酸塩水和物 63 
レナンピシリン塩酸塩 64 
レバミピド 65 
レボフロキサシン水和物 66 
ロサルタンカリウム 67 
 68 

 69 
② 第１６改正に新規収載する予定で既にパブリックコメント済の品目 70 

 71 
カルボプラチン 72 
フルコナゾール 73 
アレンドロン酸ナトリウム水和物 74 
カルベジロール 75 
テモカプリル塩酸塩 76 
ペミロラストカリウム 77 
アセチルシステイン 78 
アトルバスタチンカルシウム水和物 79 
エバスチン 80 
カンデサルタン シレキセチル 81 
キナプリル塩酸塩 82 
グリメピリド 83 
サルポグレラート塩酸塩 84 
ドネペジル塩酸塩 85 
ナテグリニド 86 
フェキソフェナジン塩酸塩 87 
フルボキサミンマレイン酸塩 88 
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プロピベリン塩酸塩 89 
L-プロリン 90 
ベラプロストナトリウム 91 
ラベプラゾールナトリウム 92 
リスペリドン 93 
リセドロン酸ナトリウム水和物 94 

 95 
以上 96 


